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序文 

 

日本国政府はカンボジア国政府の要請に基づき、経済財務省住民移転局および公共事業運輸省の

住民移転実施能力向上を目的として、平成22（2010）年4月から2年間の計画で「住民移転のため

の環境社会配慮能力強化プロジェクト」を実施しています。 

今般、プロジェクト終了約 6 か月前となったため、プロジェクトの当初計画と活動実績、計画達

成状況、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）における評価を実施し、提

言・教訓を導き出すことを目的に終了時評価調査を実施いたしました。調査団は平成23（2011）年

10月 17日から28日まで、カンボジア側の経済財務省および公共事業運輸省のメンバーと合同評価

チームを構成して現地調査を行い、その結果を合同評価レポートとしてミニッツに取りまとめ、署

名交換を行いました。 

本報告書は、上記調査の内容・結果を取りまとめたものであり、今後の協力に広く活用されるこ

とを目的としております。 

最後に、本調査の実施に際しご協力を賜りました関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
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独立行政法人国際協力機構 

カンボジア事務所 

所長 鈴木 康次郎 
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評価調査結果要約表 

I.  案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：住民移転のための環境社会配慮能力強化プロジェクト

（TCP-COR） 

分野：運輸交通 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：カンボジア事務所 協力金額（評価時点）：1.85億円 

協力期間 2010 年 4 月～

2012年 3月 

（2年間） 

先方実施機関：経済財務省住民移転局（MEF/RD）、 

公共事業運輸省（MPWT） 

日本側協力機関：国土交通省 

1-1 協力の背景と概要 

 カンボジア王国（以下、カンボジアと記す）では、経済成長に伴う交通需要に応える運輸交通イン

フラの整備が喫緊の課題であり、その推進には環境社会配慮の確保が不可欠である。中央省庁が実施

する公共事業に伴う住民移転は、経済財務省（MEF）住民移転局（RD）が担当しており、個別の事業

ごとに設置される省庁間住民移転委員会（Inter-ministerial Resettlement Committee, IRC）の事

務局機能を兼ねている。2009 年 12 月 28 日に「収用法」が国民議会で承認され、その実施細則に相

当するサブデクリーや、かねてよりアジア開発銀行（ADB）の支援で議論が行われている不法占拠者

の住民移転に関連する法令の検討も行われている。こうした法制度整備に伴い、住民移転にかかる政

策立案と実施を担う RD 職員の能力向上と、系統的な実施細則等の整備を通じた環境社会配慮実施体

制の強化が喫緊の課題となっている。かかる背景から、カンボジア政府の住民移転実施能力向上を目

的として、2010年 4月から2年間の協力期間でプロジェクトを開始した。 

 

1-2 協力内容 

上位目標：「カンボジア政府が、同国の法令を遵守した統一的な方法で住民移転に関する方針に基づ

いて移転を実施することができる」 

プロジェクト目標：「RD及びIRCの住民移転能力が向上する」 

アウトプット： 

(1) 住民移転局の現状や要望がレビューされ、評価され、フォローアップされる 

(2) 環境社会配慮の理解に関する能力が強化される 

(3) 情報管理に関する能力が向上する 

(4) 住民移転に関する計画・実施能力が強化される 

(5) 効果的な住民参加を促進する能力が向上する 

投入 

日本側：  総投入額    1.85億円 

                 長期専門家派遣 3名（68MM）     短期専門家 5分野（12MM） 

  機材供与  約 0.03億円 ローカルコスト 約0.14億円 

  研修員受入れ  7名（2011年 12月に実施予定の本邦研修を含めると14名） 

カンボジア側： カウンターパート配置 37名（RD 35名、MPWT 2名） 

  土地・施設提供 専門家執務室    ローカルコスト負担：33,370米ドル 

II.  評価調査団の概要 

調査者 団  長： 小林雪治 JICAカンボジア事務所次長 

評価分析： 渡邉恵子 (財) 国際開発高等教育機構（FASID）次長代理／主任研究員

評価計画1： 江上雅彦 JICAカンボジア事務所 所員 

評価計画2： 鈴木恵子 JICAカンボジア事務所 所員 

評価計画3： Yethny Phearum JICAカンボジア事務所ナショナル・スタッフ 
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調査期間 2011年 10月 17日～2011年 10月 28日 評価種類： 終了時評価 

III. 評価結果の概要 

3-1実績の確認 

3-1-1 アウトプット1：住民移転局の現状や要望がレビューされ、評価され、フォローアップされる

アウトプットの以下3つの指標について実績および今後の活動から判断して、プロジェクト終了まで

に達成できる見込みである。 

指 標 実 績 

1.1 合同調整委員会(JCC)が 1

年に 1 回開催され、作業管

理委員会（EC）が定期的に

開催される 

JCC、ECは以下のとおり予定どおり開催されている。 

 

JCC/EC 計画 実績 

1st JCC 2010年 8月第1週 2010年 8月2日 

2nd JCC 2011年 6月第3週 2011年 6月 24 

3r JCC 2012年 2月第2週 ― 

1stEC 2010年 6月第2週 2010年 6月 11日 

2nd EC 2010年 12月第2 2010年 12月 15日 

3rd EC 2011年 9月第3週  2011年 9月 21日 

1.2 ベースライン調査により

PDM 及び PO が修正され JCC

により承認される 

ベースライン調査の結果から、住民移転に関する現状および

2年間という期間を考慮して、手順書の作成を通じてTGの基

礎的な能力強化を図ることを中心にプロジェクト変更し、当

初予定していた手順書の普及体制構築のための講師育成まで

は行なわないこととした。PDM/PO2は 2010年 8月に作成しCP

からの合意を得たが、正式な承認は 2010 年 12 月に行なわれ

た。この間に多少の追加修正を加え、PDM/PO3 として承認さ

れた。  

1.3 研修計画が準備される 研修ニーズアセスメントが実施され、結果を基に研修計画が

準備された。  

 

3-1-2 アウトプット２：環境社会配慮の理解に関する能力が強化される 

 アウトプットの以下3つの指標およびこれまでの実績および今後の活動から判断して、プロジェク

ト終了までに達成できる見込みである。 

指 標 実 績 

2.1 80% の住民移転局（RD）職員

がESCについて研修を受ける 

終了時評価時点で、ESC に関する研修が回開催された。RD

の 35 名の職員のうち住民移転活動を施する 20 名を対象に

したところ、そのうち約 65%の職員が毎回研修（ワークシ

ョップ、セミナー）に参加した。  

2.2 RD 職員が海外研修により環

境社会配慮に関して啓発さ

れ理解が深まる 

これまで 7 か国（日本、ポルトガル、メキシコ、ラオス、

ベトナム、インドネシア、バングラデシュ）に海外研修を

実施（ポルトガルとメキシコについては学会発表）。24名

のCPが何れかの海外研修に参加している。インタビューで

は、参加したCPのほとんどが研修は非常に効果的であった

旨回答している。特に状況が似ている第三国を訪問し自国

の状況と比較することにより、自分たちの長所や足りない

点が認識できたなどの回答があり、意識の向上に繋がって

いると判断できる。  
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2.3 OJT を通して環境社会配慮手

法が日本の事業に適用され

る 

現在進行している日本の無償資金協力プロジェクト（「国

道一号線改修計画」と「ネアックルン橋梁建設計画」）で

OJT を実施した。上記プロジェクトのために設立した IRC

と JICAとの定期会合への出席、調査ミッションへの同行な

どを通じて実際の現場でどのような問題が生じ、どのよう

に対応すべきかを学んだ。  

 

3-1-3 アウトプット３：情報管理に関する能力が構築される 

着実にアウトプットを出してはいるが、プロジェクト終了までに達成させるためには、更なる努力を

必要としている。 

指 標 実 績 

3.1 

 

総合的な情報システム（IMS）

が開発され、十分に用される

共有サーバーがプロジェクトにより供与され、必要な情報

（各種法制度、ドナーのガイドライン、住民移転計画書

（RAP）の過去事例など）が収集されたこれらの情報を基

にデータベースを構築した。しかしながら、RD事務所の引

越もあり、まだCPの PCにはリンクされていない。また維

持管理体制なども含めた「使用マニュアル」が策定されて

いないため、評価時点では活用までには至っていなかっ

た。 

3.2 事業管理システム（PMS）が構

築され、十分に使用される 

図を用いた見やすい事業管理システム（PMS）が提案され

た。活用は日本の援助プロジェクトに限定的となってお

り、他案件担当の職員には広まっていない。 

 

3-1-4 アウトプット４：住民移転に関する計画・実施能力が強化される 

下記指標およびインタビューの結果から、アウトプット4はプロジェクト終了までに達成する見込み

である。しかしながら、目標設定が明確でなかったため達成度については判断できない。 

指 標 実 績 

4.1 

 

RD 職員の 80%が、住民移転計

画 (RAP)、移転地選定手法 

(RSP)、再取得価格(RCS)、苦

情処理システム (GRS)、シン

プルサーベイ (SS)、詳細資産

調査 (DMS)に関して研修を受

ける 

これまでBRP検討会（15回）、BRPセミナー（4回）が開

催された。これらの研修を通じて BRP が策定されつつあ

る。BRP は評価時点でほぼ 80%完成していた。ほとんどの

RD スタッフが研修を受講しており、各セッションでは毎

回ターゲットとした職員の60-80%が出席した。  

 

 

3-1-5 アウトプット５：効果的な住民参加を促進する能力が向上する 

指標の達成度は下表のとおりであり、アウトプット5は達成する見込みである。 

指 標 実 績 

5.1 

 

住民参加活動における住民参

加が強化される 

プロジェクトでは、OJTとしてネアックルン橋梁建設計画

の被影響住民に向けた住民説明会で、住民参加促進方法の

改善を実施した。その際、プロジェクトで研修が行われた

住民参加を促す工夫（アジェンダの配布、視聴覚資料の活

用）による効果が現われていた。住民からのフォローアッ

プアンケートでは、「説明が理解しやすくなった」 、「以
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前よりよかった」とのコメントが大半を占めた。評価チー

ムによる住民インタビューでも、「移転先の状況が視覚的

に見ることができ理解しやすかったとコメントがあった。

5.2 RD 職員の 80%が住民参加手法

（PP）について研修を受ける

BRP検討会（4回）、BRPセミナー（1回）を実施。これら

の会合には、RDスタッの80%以上が参加した。  

 

3-1-6 プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標の指標に対する実績は以下のとおり1。プロジェクト目標はプロジェクト終了まで

に達成される見込みである。 

・RD及びIRCのナレッジマネジメント（暗黙知から形式知へ）が改善される 

・住民移転活動における共通手順や必須事項が確認される 

 これまで CP 各自の経験から行なっていた住民移転活動に関し、必要なステップやその内容、住民

移転の必須事項が「標準手順書（BRP）」として明文化された。プロジェクトはBRP策定過程でCPの

行政能力の向上を図ったものであり、CP の住民移転知識が暗黙知から形式知に変容したことが確認

できた。 

・住民移転局職員の80%が最終試験に合格する 

 最終試験はまだ実施されていないため（2012 年 1 月予定）、本指標の検証はできなかった。しか

し、アウトプット2、4、5のCPへのインタビュー結果や、プロジェクトが開始されてからのCP上層

部による部下に対する評価からもCPの住民移転活動の実施能力の向上が確認された。 

 

3-2 評価結果の要約 

(1)妥当性 （高い） 

カンボジアでは一層の経済成長を促すために運輸交通インフラの更なる整備が優先課題となってい

るが、その実施には環境社会配慮の確保が不可欠である。その点で、プロジェクト目標・上位目標と

もに、カンボジアの上位政策である四辺形戦略（フェーズ II）、５ヵ年開発計画国家戦略開発計画

（NSDP）2006-2010及び2009-2013に掲げるインフラの修復と整備と整合している。また、2009年に

「収用法」が承認されたことから、住民移転に関わる政策立案を担う経済財務省住民移転局職員の能

力向上と、系統的な実施細則等の整備を通じた環境社会配慮実施体制の強化が喫緊の課題となってい

たニーズと合致していたと言える。また、日本政府の対カンボジア援助計画（2002 年 2 月）、JICA

の援助実施方針にも整合している。従ってプロジェクトの妥当性は高い。 

 

(2)有効性 （高い） 

指標の進捗状況および終了時評価時のインタビュー結果から判断すると、プロジェクト目標はプロジ

ェクト期間内に達成される見込みである。本プロジェクトの大きな成果の一つは、住民移転の手続き

を BRP として明文化したことによって、手続きの標準化を成し得たことである。これまで各 CP の経

験値から実施されていた手続きを明文化することにより、一連の手続きの「質」の標準化に寄与する

こととなった。また、BRP 策定過程において、ターゲットグループの RD 職員と IRC メンバー（MPWT

職員）の住民移転活動の能力向上が図られた。これまで移転活動の一部プロセスしか担当していない

職員もおり、一連の住民移転活動を包括的に理解することにより住民移転の全体像を把握することが

できたというコメントもあった。従って、プロジェクトの有効性は高いと言える。 

 

 

                                                 
1 指標(2)は指標(1)を説明したものであるため同等と解釈する。 
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(3)効率性 （中程度） 

カンボジア側の投入として、CP の配置が計画通り実施された。日本側の投入も概して質、量とも予

定どおり行なわれた2。しかしながら、いくつかの阻害要因も見られた。例えば、RD事務所の移転に

より（2011 年 7 月）アウトプット 3 の活動に遅れが生じている。供与機材の中で、測量を行なうト

ータルステーションがカンボジアの通関に時間がかかり3ヶ月到着が遅れた。また、一部の短期専門

家については、初回公示で契約締結が出来なかったことから、派遣時期が遅れた。これらの要因によ

り活動の一部が遅れたが、効率性を大きく損なうまでには至らなかった。 

一方、ベースライン調査及びニーズ調査の結果や2年間という期間を考慮の上、PDMを変更しプロジ

ェクトの焦点を絞ったことは効率性を高めることとなった。従って、効率性は中程度と判断される。

 

(4)インパクト （正のインパクトが確認された。負のインパクトは発現していない） 

上位目標では、①RD 及び IRC のナレッジマネジメントが改善される、②住民移転活動にける共通手

順や必要事項が確認される、の指標は設定されているが、これらの達成については、BRPの承認時期、

BRPの普及方法など終了時評価時点ではまだ確定していない要素が多く判断はできなかった。その一

方で、JCC や住民移転に関するセミナーの場に他省庁の住民移転担当者を招請しており、BRP の存在

はRD以外にも知られるようになっている。従って、RDが事務局を務めるIRCの枠組みを使って他省

庁や地方政府レベルの関係者が BRP を活用する兆しがあることが確認された。一方、そのためには

RDは実際現場で活動する他省庁や地方政府職員の能力向上の必要性があることを認識している。 

また、住民移転活動に直接関わらない総務や財務関係のRD職員も研修に参加させたことで、RDのプ

ロジェクトに対するオーナーシップが向上するとともに、組織的な能力向上にも繋がった。更に、住

民移転活動を効果的に実施することにより、開発事業で影響を受けた住民が移転に対する理解を深め

ているという正のインパクトも見られた。なお、負のインパクトは発現していない。 

 

(5)持続性 （持続性の確保にむけて、BRP の普及を確実にするためには組織、財政面での強化が必

要である） 

住民移転を政策的に統括するRDの職員は、一旦RDに配属されると経済財務省の他の部局への異動や

離職も少なく、移転した技術や知識が組織の力として残りやすい。また、職員それぞれが取得した知

識・経験の共有が RD 局内で報告書の回覧などを通じて実施されており技術的な持続性も担保されて

いるため、持続性は高いと判断される。一方、住民移転を伴う開発事業の増加とともに、一人の職員

が多数の事業を担当するなど負担も増えている。カ国の現状から公務員の増員が期待できないため、

更なる効果的な活動の実施のためには RD 一人一人の能力強化とともに、他省庁や地方政府の関係者

の能力向上を図る必要がある。 

RD には研修など人材育成のための予算はない。通常開発事業ごとに現場の担当職員への短期研修費

用（1 日）が確保されている程度である。ただし、IRC 枠組みを通じた他省庁や地方政府の関係者へ

の BRP の配布については RD 内で賄えるため、プロジェクト効果の普及のための財政はある程度確保

されている。しかしながら、効果の普及を確実にするためには関係者への研修やセミナー開催により

BRP活用能力の強化が必要であり、そのための費用の確保の検討が期待される。 

なお、交通インフラの整備は未だカ国の優先課題であり、それに伴う住民移転など環境社会配慮が不

可欠となっており政策的な優先度は引き続き高い。 

 

 

 

                                                 
2 投入額が事前計画額から減少した理由は短期専門家の派遣時期の変更に伴う派遣期間の一部減、長期専門

家の派遣単価が計画を下回ったことによる。 
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3-3 効果発現に貢献した要因 

(1)計画内容に関すること 

・ 海外研修の実施 

 第三国での技術研修ではJICA、ADB、世界銀行など同様のドナー支援のインフラ事業に伴う住民移

転など同様の問題を抱えている各国の担当者との意見交換を行なうことにより自国の優れている点

および足りない点が再認識され、意識の向上に繋がった。研修後は他国で得たアイデアを取り入れる

ような意見を出すなどプロジェクトに対する貢献度も上がっている。 

(2)実施プロセスに関すること 

・ CPの高いオーナーシップ 

 住民移転はカンボジア国内でケースも多数あり大きな社会問題となっている。かかる状況からも

CP が本プロジェクトの重要性を十分に理解していることから、プロジェクトに対するオーナーシッ

プも強く、特に成果4、5をはじめとする効果発現に寄与した。 

 

3-4 問題点および問題を惹起した要因 

特になし。 

 

3-5 結論 

プロジェクトはカンボジア側および日本側両方の努力によりアウトプットの達成度も比較的高く、プ

ロジェクト目標はプロジェクト終了までに達成の見込みが高い。活動はほぼ計画通り実施されてお

り、また各種研修によりターゲットグループの RD 職員および IRC メンバーの住民移転活動実施能力

の向上が図られている。特に本プロジェクトの大きな成果の一つは、BRPを作成することにより住民

移転活動の「質」の標準化に寄与した点であり、またその過程で関係者への能力向上を図った点であ

る。 

以上により、プロジェクトは所期の目標を達成できる見込みである。 

  

3-6 提言  

(1) MEFは、関係省庁および地方政府の住民移転担当者に対しBRPの普及を実施するため、できるだ

け早急にBRPの出版およびIRCの枠組みを通じた関係者への配布が必要である。また、印刷及び

配布に必要な費用の確保を検討する。 

(2) MEF は、住民移転を実施する関係省庁職員および地方政府職員に対し、BRP 活用のための研修の

実施が必要である。 

 

3-7 教訓 

 本プロジェクトより以下の教訓が得られた。 

(1)測定可能な明確な指標と目標値の設定を行い、プロジェクト期間中に指標の達成状況のモニタリ

ングを行うことが必要である。本プロジェクトではBRP を作成することにより一定の能力向上が達

成できたと考えられる。つまり、「BRP が策定される」といった能力向上のアウトプットを指標にす

ることも一案であろう。 

(2) 同様な状況や課題を抱えた国への訪問、研修により、C/Pがカンボジアでの取り組みに何が足り

ないのか、何が他より勝っているのかといった点を客観的に認識することができ、自信にも繋がった。

独自で研修プログラムを企画し段取りを行う第三国訪問はコストと手間がかかるが、能力開発には有

効な手段の一つである。 
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第 1 章 評価調査の概要 

 

1-1 調査団派遣の経緯と目的 

 本プロジェクトは２年の協力期間で２０１０年４月に開始された。プロジェクト終了を２０１

２年３月に控え、これまでに実施した活動の内容およびプロジェクト達成の見込み等について確

認するために、「カ」国経済財務省及び公共事業運輸省と合同で２０１１年１０月１７日から２

０１１年１０月２８日まで終了時評価を実施した。本調査の主な項目・プロセスは下記の通り。 

 

(1)合同評価を実施し、関係者との面談を通じ、プロジェクト期間中の投入・実績を確認するため

に必要な情報を収集する。プロジェクト実施を促進、もしくは阻害した要因を検証する。評価 5

項目の観点から達成度、効果を総合的に検証する。 

(2)プロジェクト終了までに行うべきこと、及び上位目標達成に向けた終了後の必要措置について

取りまとめる。 

(3)実施中の類似案件や今後の案件形成の参考となる提言を取りまとめる。 

(4)評価結果をまとめた合同評価報告書を作成する。 

(5)上記報告書につき、ミニッツで合意する。 

 

 1-2  合同評価団構成 

(1) カンボジア側 

 氏名 所属 

1 Mr. Chann Thorn 経済財務省 住民移転局 情報管理計画課チーフ 

2 Mr. Chhim Phalla 公共事業運輸省 国際協力局 局長 

 

(2) 日本側 

 氏名 担当 所属 現地滞在期間 

1 小林雪治 団長 ＪＩＣＡカンボジア事務所 

次長 

Resident 

2 渡邉恵子 

 

 

評価分析 （財）国際開発高等教育機構 

国際開発センター 研究部  

次長代理 

2011.10.17- 

2011.10.28 

3 江上雅彦 協力計画 ＪＩＣＡカンボジア事務所 

所員 

Resident 

4 鈴木恵子 

 

協力計画 ＪＩＣＡカンボジア事務所 

所員 

Resident 

5 Phearun Yethny 協力計画 ＪＩＣＡカンボジア事務所 

 ナショナルスタッフ 

Resident 
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1-3  調査日程 

  現地調査期間は２０１１年１０月１７日から２０１１年１０月２８日で、別添資料 1.合同評価

報告書の Annex1 に示すスケジュールで実施した。 

 

1-4 主要面談者リスト 

(1) 経済財務省（MEF） 

H.E. Nean Leng Undersecretary of State 

H.E. Dr. Chhorn Sopheap Deputy Secretary General 

Mr. Im Sthyra Director of Resettlement Department 

Mr. Sim Samnang Deputy Director  

Mr. Yen Sophan Deputy Director  

Mr. Hiv PanhaVuth Chief Administration & Finance Office 

Mr. Sreng Chamroeun  Deputy Chief   

Mr. Ben Daramony Chief Bilateral Cooperation Project Office 

Mr. Pich Socheta Deputy Chief  

Mr. Khuon Davith Deputy Chief Multilateral Cooperation Project Office 

Mr. Chann Thorn Chief Planning and Database Management Office 

Mr. Sreang LimSroy Chief Government Project Office 

 

(2) 公共事業運輸省(MPWT) 

H.E. Tauch Chan Kosal Secretary of State  

Mr. Chhim Phalla     Director, Project Manager for RN1 and Neak Leoung Bridge 

             International Cooperation Department 

Mr. Kong Sophal Deputy Director  International Cooperation Department 

 

(3) アジア開発銀行（ADB） 

Ms. Karin Schelzig Senior Social Sector Specialist 

Ms. Ouk Sokha Safeguard Officer 

 

(4)日本大使館 

玉光 慎一 一等書記官 

大總 学 二等書記官 

 

(5)プロジェクト専門家 

山下 晃 チーフアドバイザー/環境社会配慮 

黒川 誠司 参加型計画・開発 

熊谷 隆宏 業務調整 
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第 2 章 プロジェクトの概要 

 

 2-1  プロジェクトの背景 

  カンボジア王国（以下、「カ」国と記す）では、経済成長に伴う交通需要に応える運輸交通イ

ンフラの整備が喫緊の課題であり、その推進には環境社会配慮の確保が不可欠である。中央省庁

が実施する公共事業に伴う住民移転は、経済財務省（MEF）住民移転局（RD）が担当しており、個

別の事業ごとに設置される省庁間住民移転委員会（Inter-ministerial Resettlement Committee, 

IRC）の事務局機能を兼ねている。2009 年 12 月 28 日に「収用法」が国民議会で承認され、その

実施細則に相当するサブデクリーや、かねてより ADB の支援で議論が行われている不法占拠者の

住民移転に関連する法令の検討も行われている。こうした法制度整備に伴い、住民移転にかかる

政策立案と実施を担う RD 職員の能力向上と、系統的な実施細則等の整備を通じた環境社会配慮実

施体制の強化が喫緊の課題となっている。かかる背景から、「カ」国政府の住民移転実施能力向

上を目的として、2010 年 4 月から 2年間の協力期間でプロジェクトを開始した。 

 

 

 2-2  プロジェクトの概要 

      

（１）上位目標 

  カンボジア政府が、同国の法令を遵守した統一的な方法で住民移転に関する方針に基づいて移

転を実施することができる。 

 

（２）プロジェクト目標 

  経済財務省住民移転局(RD) 及び国家間省庁間住民移転委員会(IRC)の住民移転能力が向上する。  

 

（３）期待される成果 

 1)住民移転局の現状や要望がレビューされ、評価され、フォローアップされる 

 2)環境社会配慮の理解に関する能力が強化される 

 3)情報管理に関する能力が向上する 

 4)住民移転に関する計画・実施能力が強化される 

 5)効果的な住民参加を促進する能力が向上する 

 

  なお、プロジェクトの活動等詳細については、別添資料 1.合同評価報告書 ANNEX 1 プロジェク

ト・デザイン・マトリックス（PDM）を参照のこと。 



 

 ４

第 3 章 終了時評価の方法 

 

 3-1  評価手法 

  本評価は JICA 評価ガイドラインに沿って評価５項目の観点から実施される。評価グリッドを基

に、指標、既存資料のレビュー、質問票、関係者からの情報収集を通じて評価・分析を行った。

また、この終了時評価は「カ」側と「日」側双方による合同評価として実施した。 

 

 3-2  ５項目評価 

  本プロジェクトは以下に述べる「評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）」

の観点から評価される。各項目における評価の視点は下記の通り。 

 

項目 主な視点 

妥当性 プロジェクト目標や上位目標が受益者のニーズに一致しているか、問題

や課題の解決策として適切か、相手国の開発課題との整合性を評価する。

有効性 ｢プロジェクト目標｣の達成がされたか（もしくはその見込みがあるか）。

プロジェクトの実施により、直接的に受益者に便益がもたらされている

のか（あるいはもたらされるのか）を評価する。  

効率性 アウトプットの達成度は目標値に照らして適切か。アウトプットの達成

度は投入（コスト）に見合っていたかを問う視点。投入はタイミング、

質、量の観点から妥当であったかを検討する。 

インパクト プロジェクト実施によってもたらされる、長期的、間接的な効果や波及

効果、その他プロジェクト計画時に予期しなかったインパクトの有無を

評価する。 

持続性 援助が終了しても、プロジェクト目標、上位目標などプロジェクトが目

指していた効果は持続する見込みがあるかを検討する。 

 

 3-3  評価設問 

  前項で述べた評価５項目を基に、評価設問を設定する。ＰＤＭに基づき、指標の確認に必要な

情報、収集方法、分析を行う。基本的な質問項目は下記の通り。 

 

（１） 投入の進捗、達成、見込みの確認、アウトプット、プロジェクト目標と上位目標の整

合性 

（２） カウンターパート（RD、MEF、MPWT)のプロジェクトへの離職はないか。 
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（３） プロジェクト実施によるカウンターパートの能力がどの程度向上したか 

（４） 調達のタイミングは適切であったか。 

 

 3-4  データの収集方法 

  データ収集は既存資料のレビュー、コア・カウンターパート、日本人専門家等関係者へのイン

タビューを通じ行われた。
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第４章 プロジェクトの現状と実績 

 

  投入、アウトプット、プロジェクト目標の実績については以下のとおりである。プロジェクト

の実績の詳細については、別添資料 1.合同評価報告書の Annex 4-1 に添付。 

 

4-1 投入 

  日本側およびカンボジア側の投入は以下のとおりである。 

 

４-１-１ 日本側投入 

（１）日本人専門家 

  3 名の長期専門家と、下記 5分野において短期専門家が派遣された（3分野については業務実施

型契約）。長期専門家の業務量はプロジェクト終了時までに 68 人月の予定である。短期専門家は、

終了時評価を実施した 2011 年 10 月時点で合計 12 人月であった。日本人専門家の詳細な投入記録

については、別添資料 1.の Annex 5-1 に添付。 

 

  分  野 派遣期間 

長期専門家 チーフアドバイザー／環境社会配慮 2010.3.26 - 2012.3.31 

住民参加型計画及び開発 2010.5.1 - 2012.3.31 

プロジェクトコーディネーター 2010.5.4 - 2012.3.18 

短期専門家 能力評価／研修計画 2010.5.9 - 2010.7.9 

社会配慮手法 2010.9.26 - 2010.12.18 

業

務

実

施 

住民移転計画 
2011.6.20 - 2011.6.30 

2011.7.26 - 2011.9.25 

社会調査／モニタリング 2011.8.2 - 2011.9.25 

移転補償／資産評価 2011.8.2 - 2011.10.9 

 

（２） カウンターパート研修 

 カウンターパート（CP）のうち 7 名が本邦研修に参加し、24 名の CP がポルトガル、ラオス、

ベトナム、メキシコ、インドネシア、バングラデシュのいずれかの第三国技術交換研修に参加し

た。海外研修の参加者については、別添資料１．の Annex7-2 に添付。 

 

（３）機材 

 コンピューター、プロジェクター、カラープリンターなど事務機器および測量機材（トータル

ステーション）がプロジェクトの円滑な実施のために供与された。供与機材の合計額は 34,282 米

ドルであるが、そのうち約 4割にあたる 13,678 米ドルがトータルステーションであった。機材の

うちトータルステーションはカンボジアの通関で時間がかかり約 3 ヶ月到着が遅れたが、その他

の機材は予定どおり配置された。詳細な機材リストは別添資料１．の Annex5-2 を参照。 
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（４） ローカルコスト 

  2011年9月の時点で合計174,124米ドルが拠出された（詳細は別添資料1.のAnnex5-3を参照）。 

  

4-1-2 カンボジア側 

（１） カウンターパートの配置 

  経済財務省住民移転局（MEF/RD）より 35 名、省庁間住民移転委員会（IRC）メンバーとして公

共事業運輸省（MPWT）から 2 名の合計 37 名がカウンターパート（CP）として配置された。RD か

らプロジェクトダイレクター、プロジェクトマネージャー、副プロジェクトマネージャーが配置

されるとともに、2名がフルタイム CP として日本人専門家と密接に業務するためにプロジェクト

事務所に配置された。 

 CP の詳細なリストは別添資料１.の Annex5-5 に添付。  

 

（２） プロジェクト費用負担 

  カンボジア側より、プロジェクト費用負担として合計 45,600 米ドルが準備された。主な使途は、

通信費用、RD 職員用タスクフォース手当て、ワーキンググループ手当て（RD、MPWT 職員用）であ

り、終了時評価時点で 33,370 米ドルが使用されている。詳細については別添資料 1.の Annex5-6

に添付。 

 

（３） 土地・施設 

  経済財務省敷地内に専門家用に執務室 1室および必要な設備の提供があった。  

 

4-2 アウトプットの実績 

  終了時評価時点でのアウトプットの達成度を現行の PDM3 に基づいて調査した。 

  実績を確認した結果、全体的に 5 つのアウトプットの達成度は高いことを確認した。また、合

同評価チームはプロジェクトによる複数のグッドプラクティスが産出されていることを確認した。

しかしながら、PDM3 にはアウトプットが必ずしも適切に示されていない指標や、目標値を示して

いない指標もあった。 

  アウトプットの詳細な実績については、Annex 4-1 に詳述。 
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4-2-1 アウトプット 1 

 

アウトプット１： 住民移転局の現状や要望がレビューされ、評価され、フォローアップされ

る 

指 標 実 績 

1.1 合同調整委員会(JCC)が 1

年に 1回開催され、作業管

理委員会（EC）が定期的に

開催される。 

JCC、EC は以下のとおり予定どおり開催されている。 

 

JCC/EC 計画 実績 

1st JCC 2010 年 8 月第 1週 2010 年 8 月 2日 

2nd JCC 2011 年 6 月第 3週 2011 年 6 月 24 日 

3rd JCC 2012 年 2 月第 2週 ― 

1st EC 2010 年 6 月第 2週 2010 年 6 月 11 日 

2nd EC 2010 年 12 月第 2週 2010 年 12 月 15 日 

3rd EC 2011 年 9 月第 3週 2011 年 9 月 21 日 
 

1.2 ベースライン調査により

PDM及びPOが修正されJCC

により承認される。 

ベースライン調査の結果から、住民移転に関する現状および

2 年間という期間を考慮して、当初予定していた手順書の普

及体制構築のための講師育成までは行なわず、手順書の作成

を通じてターゲットグループの基礎的な能力強化を図るこ

とを中心に変更し、2010 年 8 月に PDM/PO2 を作成した。正式

な承認は 2010 年 12 月に行なわれ、その間に多少の追加修正

を加え、PDM/PO3 として承認された。  

1.3 研修計画が準備される。 研修ニーズ・アセスメントが実施され、結果を基に研修計画

が準備された。  

 

 本プロジェクトは 2010 年 4 月より 2 年間の期間で PDM/PO1 を基に始まった。プロジェクトは、

最初の 4 ヶ月の計画期間と残りの期間で本格的な実施を行なう 2 つのフェーズに別れている。ア

ウトプット 1 は、主にプロジェクトの枠組みを最終的に決定する初期フェーズの計画期間にあた

るものである。 

 2010 年 4 月から 6月にかけてベースライン調査が実施され、RD および IRC による住民移転の活

動の現状の調査が実施された。また、能力評価／研修計画の短期専門家により、CP の住民移転活

動に関する研修ニーズ評価を行った。これらの調査結果を基に、2010 年 8 月に研修計画が策定さ

れた。更に、2009 年 10 月に実施した詳細計画策定調査の段階とプロジェクト開始後の条件の相

違に基づき、PDM の変更を行い PDM2/PO2 を策定した。変更した点は、例えば、ターゲットグルー

プの IRC メンバーを日本の ODA 事業を担当する主要メンバーに限定したことである。これは支援

ドナーにより住民移転手続きの質や手順などが多少異なることがあり、本プロジェクトでは日本

が支援している ODA 事業をモデルケースとして扱い、そこで OJT を実施することを検討したため

である。また、収用法は住民移転のガイドラインを持つドナーが実施する事業には適用されない

ことが明らかになり、さらにドラフトされた住民移転の副法令の公布時期がまだ予測できないこ

とから、本プロジェクトで策定する住民移転に関する標準手続書（BRP）の位置づけを収用法や住
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民移転の副法令に影響を受けないよう、RD の公的内部資料とした。さらに、研修ニーズ評価によ

り、住民移転の基礎的な理解と英語のコミュニケーション能力を含む基本的な技術が CP には必要

なことが明らかになったことで、CP を講師として育成するというアウトプットを削除し、代わり

に「環境社会配慮の基礎的な能力を向上する」（アウトプット２）を追加した。また、RD からの

強い要請により、データ管理に関するアウトプット（アウトプット４）と影響を受ける住民との

適切な関係の強化（アウトプット５）が追加された。 

 PDM/PO2 は 2010 年 8 月に策定され CP にも合意されたが、正式な改訂の署名は 2010 年 12 月に

開催した EC でなされた。その間、多少修正を行い PDM/PO3 として正式な合意がなされた。PDM/PO

の詳細な改訂点については別添資料 1.の Annex3-4、3-5 を参照。 

  上記表のとおり、JCC および EC は予定通り開催されており（指標 1.1）、ベースライン調査お

よび研修ニーズ評価の結果から PDM が改訂され（指標 1.2）、研修計画が策定されている（指標

1.3）という実績から、合同評価チームは、アウトプット 1はプロジェクト期間内で達成される見

込みがあると判断した。 

 

4-2-2 アウトプット 2 

 

アウトプット 2:  環境社会配慮（ESC）の理解に関する能力が強化される 

指 標 実 績 

2.1 80% の住民移転局（RD）職員が

ESC について研修を受ける 

終了時評価時点で、ESCに関する研修が5回開催された。

35 名の RD 職員のうち住民移転活動を実施する 20 名を

対象にしたところ、そのうち約 65%の職員が毎回研修

（ワークショップ、セミナー）に参加した。  

2.2 RD 職員が海外研修により環境

社会配慮に関して啓発され理

解が深まる 

これまで 7か国（日本、ポルトガル、メキシコ、ラオス、

ベトナム、インドネシア、バングラデシュ）に海外研修

を実施（ポルトガルとメキシコについては学会発表）。

24 名の CP が何れかの海外研修に参加している。インタ

ビューでは、参加した CP のほとんどが研修は非常に効

果的であった旨回答している。特に状況が似ている第三

国を訪問し自国の状況と比較することができ、自分たち

の長所や足りない点が認識できたなどの回答があり、意

識の向上に繋がっていると判断できる。 

2.3 OJT を通して環境社会配慮手法

が日本の事業に適用される 

現在進行している日本の無償資金協力プロジェクト

（「国道一号線改修計画」と「ネアックルン橋梁建設計

画」）で OJT を実施した。上記プロジェクトのために設

立した IRC と JICA との定期会合への出席、調査ミッシ

ョンへの同行などを通じて実際の現場で何をどうすれ

ばよいかを学んだ。 

  対象となる RD 職員の約 65%が環境社会配慮に関する研修、セミナー、ワークショップなどに参

加している。研修を受講した職員の人数および割合が高くなればそれだけ知識の普及も出来てい
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ると予想されるが、達成度については目標値が設定されていないため判断できなかった。 

  しかしながら、研修を受講した参加者からはインタビューで環境社会配慮に関する能力が向上

したことを示すコメントが出されている。特に海外研修の中でも第三国技術交換が大変効果的で

あったという意見が多かった。同様の課題や状況を抱えている第三国への訪問により、カンボジ

アが実施していない新しいアイデアや手法を学習することができ、カンボジアにも応用したいと

考えているという意見もあった。例えば、バングラデシュでは、移転地に学校やクリニックなど

の公共施設を建設する例や、開発事業で影響を受けた人々(PAPs)をそのような施設建設のための

労働者として雇用したり、NGO をモニタリング機関に委託するという例を学習した。また、早期

移転を促進するために「インセンティブ」を提供しているベトナムの例に高い関心を示すなど新

しいアイデアを学習した。受講者の中には、他国の例を比較することで自分たちの長所と課題が

浮き彫りになり、自分たちの位置づけが理解できたという発言もあった。これらのアイデアや考

えは RD の管理者レベルに報告書が提出され、カンボジアへの適用が検討されることとなった。 

  以上のように、第三国技術交換は CP に何が足りないのか、何を成すべきかを自覚させることが

でき有効な手段であった。CP からは第三国技術交換に参加していない同僚にも同様の機会の提供

をお願いしたいという強い要請があった。 

  実践的には、日本が支援している実施中の無償資金協力プロジェクトで、OJT を通じて実際の

住民移転業務を実施しており、OJT においても海外研修で得た知見が活用された。 

以上を鑑み、合同評価チームはプロジェクト終了までにアウトプット 2 が達成する見込みである

と判断した。しかし、プロジェクト終了まで能力強化を引き続き行なう努力も必要であると指摘

した。 

  海外研修への参加者リストおよびラオス・ベトナム研修、インドネシア・バングラデシュ研修

報告については別添資料 1.の Annex 7-2 を参照。 

 

4-2-3 アウトプット 3 

 

アウトプット 3： 情報管理に関する能力が構築される 

指 標 実 績 

3.1 

 

総合的な情報システム（IMS）

が開発され、十分に使用され

る 

共有サーバーがプロジェクトにより供与され、必要な情報

（各種法制度、ドナーのガイドライン、住民移転計画書

（RAP）の過去事例など）が収集された。これらの情報を

基にデータベースを構築した。RD 事務所の引越しもあり、

まだ CP の PC にはリンクされていない。また維持管理体制

なども含めた「使用マニュアル」が策定されていないため、

評価時点では活用までには至っていなかった。 

3.2 事業管理システム（PMS）が

構築され、十分に使用される 

アローチャートのような図を用いた見やすい事業管理シ

ステム（PMS）が提案された。活用は日本の援助プロジェ

クトに限定的となっている。他案件担当の職員には広まっ

ていない。 
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  着実にアウトプットを出してはいるが、プロジェクト終了までに指標を達成させるためには更

なる努力を必要としている。さらに、IMS、PMS は IRC メンバーにも活用させることが期待される。 

指標 3.1 の IMS については、共用サーバーが 2011 年 1 月、JICA により調達された。またカンボ

ジアの関連法整備、JICA、ADB、WB など関連ドナーの環境社会配慮ガイドライン、第三国技術交

換で訪れた国々の法整備、過去実施した住民移転計画書（RAP）など必要な情報が収集され、デー

タ化された（収集された情報リストについては別添資料 1.の Annex 8 を参照）。 

  プロジェクトではデータ化したソフトを共有サーバーに入れ、関係職員の PC からアクセスでき

るようにする予定であるが、RD 事務所が経済財務省敷地内の新しい建物内に引越したため（2011

年 7 月）、未だ接続はされていない。また、プロジェクト終了までにデータの活用方法および維

持管理に関するマニュアルを作成し、CP に説明する作業が残っている。 

  指標3.2のPMSについては、実施中の日本の援助プロジェクトをモデルに提案されているため、

他ドナー支援案件を担当している CP には広まっていない。当初、他ドナーが支援している案件に

ついても PMS の提案を考慮していたが、情報の入手が困難であるため出来なかった。PMS の活用

方法について今後プロジェクト終了までに広める努力が必要である。 

 

4-2-4 アウトプット 4 

 

アウトプット 4： 住民移転に関する計画・実施能力が強化される 

指 標 実 績 

4.1 

 

RD 職員の 80%が、住民移転計

画 (RAP)、移転地選定手法 

(RSP)、再取得価格(RCS)、苦

情処理システム (GRS)、シン

プルサーベイ (SS)、詳細資産

調査 (DMS)に関して研修を受

ける 

これまで BRP 検討会（15 回）、BRP セミナー（4回）が開

催された。これらの研修を通じて BRP が策定されつつあ

る。BRP は評価時点でほぼ 80%完成していた。ほとんどの

RD スタッフが研修を受講しており、各セッションでは毎

回ターゲットとした職員の 60-80%が出席した。  

 

 

  2010年12月より、6種類の住民移転活動（(1) 住民移転計画 (RAP)、(2)移転地選定手法 (RSP)、

(3)再取得価格(RCS)、(4)苦情処理システム (GRS)、(5)シンプルサーベイ (SS)、(6)詳細資産調

査 (DMS)）に関し、検討会とセミナーが開催された。これまで 15 回の検討会および 4回のセミナ

ーを開催している（別添資料 1.の Annex7-3 および 7-4 参照）。検討会では、日本人専門家が作

成したそれぞれの活動に関する BPR ドラフトが検討され、協議の上修正された。検討会の出席者

は、RD の主要 6部署（役員会、総務・財務部、計画・データベース部、二国間協力プロジェクト

部、多国間協力プロジェクト部、政府プロジェクト部）から 1-2 名の幹部クラスおよび IRC メン

バー（MPWT 技術職員）であった。検討会で修正された BRP 案は、セミナーで他職員に紹介され、

再び意見交換の後最終版として再び修正された。セミナーでは検討会に出席した CP が BRP 修正点

をクメール語で発表し、CP の理解を促進する工夫を行なっていた。これは発表者の能力向上に繋

がるとともに、CP 全体への理解を促進させた。活動ごとに 2-3 回の BRP 検討会が開催され主要な

CP の出席があった。また、セミナーには毎回 60-80%の RD 関連職員の出席があった。 

  このように、上記 6 分野の活動に対する技術移転は検討会やセミナーの出席など、BRP を策定
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する過程において行なわれた。CP とのインタビューにより、住民移転手法は基本的には同様であ

るが、支援ドナーによってやり方や焦点が多少違っていたため、BRP の策定過程でそれぞれの活

動について部内で共通の理解が進み、また日本人専門家との意見交換の中で技術移転が進んだこ

とが明らかになった。RDはこれまでもカンボジアの政策および開発事業の支援ドナー（JICA、ADB、

WB など）のガイドラインに沿い住民移転活動を行っており、これらの経験を通じて住民移転活動

に対し豊富な知識は有していた。プロジェクトでは、RD のこれらの知識や経験をカンボジアの規

則や規律に基づいて BRP の中に明確な形で文書化することを実現した。CP のほぼ全員が、住民移

転の手続きが BRP として文書になったことを歓迎した。 

  また、CP へのインタビューでは、本プロジェクトの研修が理論だけではなく実践的なものであ

ると高く評価している旨のコメントが多くみられ、BRP が住民移転活動の質の標準化のために大

変有効なツールであると評している。一方、カ国全体の住民移転能力の向上のためには、住民移

転を現場で実施する IRC メンバーや地方政府レベルも含めた IRC 作業部会のメンバーが IRC の枠

組みを通じて能力開発を行なう必要性を指摘した。 

  終了時評価時点で、BRP はほぼ 80%完成しており、2011 年 11 月までに案が完成される予定であ

る。BRP は経済財務省内で 2011 年末までに承認されることが期待されている。その後プロジェク

トは BRP を紹介するため、関係省庁、地方政府およびドナー、国際機関を招請したセミナーを開

催する計画を立てている。 

 以上により、アウトプット 4 はプロジェクト終了までに達成される見込みであるが、達成度を

保つためにも引き続き努力が必要である。 

 

4-2-5 アウトプット 5 

 

アウトプット 5： 効果的な住民参加を促進する能力が向上する 

指 標 実 績 

5.1 

 

住民参加活動における住民

参加が強化される 

プロジェクトでは、OJT としてネアックルン橋梁建設計画

の被影響住民に向けた住民説明会で、住民参加促進方法の

改善を実施した。その際、プロジェクトで研修が行われた

住民参加を促す工夫（アジェンダの配布、視聴覚資料の活

用）による効果が現われていた。住民からのフォローアッ

プアンケートでは、「説明が理解しやすくなった」 、「以

前よりよかった」とのコメントが大半を占めた。評価チー

ムによる住民インタビューでも、「移転先の状況が視覚的

に見ることができ理解しやすかった」とのコメントがあっ

た。 

5.2 RD職員の80%が住民参加手法

（PP）について研修を受ける 

BRP 検討会（4回）、BRP セミナー（1回）を実施。これら

の会合には、RD スタッフの 80%以上が参加した。  

 

 住民参加促進に関する BRP 検討会およびセミナーが開催され、RD 職員の約 80%が参加した。ま

た、実際に日本支援の無償資金協力プロジェクト（ネアックルン橋梁建設計画）の現場で PAPs に
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対する住民協議を OJT として開催した。プロジェクトが実施した参加住民へのアンケートによる

と、OJT で実施した住民協議では会議前に議題が配布され、視覚機材を使った説明が「大変よか

った」または「以前の住民協議よりも理解が深まった」という評価を得ている。また、合同評価

チームが住民協議の参加者にインタビューしたところ、視覚的機材を使ったプレゼンテーション

が良かったため状況がより把握できたというコメントもあった。効果的な住民参加を促進する能

力がどの程度向上したかその度合いは目標値の設定などがないため判断することができないが、

住民参加を効果的にする一定の能力向上は確認された。 

  

4-3 プロジェクト目標の達成度 

 

プロジェクト目標  RD 及び IRC の住民移転能力が向上する 

指  標 (1) RD および IRC のナレッジマネジメント（暗黙知から形式知へ）が改善さ

れる 

(2) 住民移転活動における共通手順や必要事項が確認される 

(3) 住民移転局職員の 80%が最終試験に合格する 

 

  プロジェクト目標の指標に対する実績は以下のとおり3。プロジェクト目標はプロジェクト終了

までに達成される見込みであるが、達成度を強固なものにするため更なる努力が必要である。 

 

  これまで CP 自身の経験から行なっていた住民移転活動に関し、プロジェクトで必要なステップ

やその内容、住民移転の必須事項が「標準手順書（BRP）」として初めて明文化された。BRP 策定

過程で CP の行政能力の向上を図ったものであり、CP の住民移転知識が暗黙知から形式知に変容

したことが確認できた。（指標(1)、(2)） 

  最終試験はまだ実施されていないため（2012 年 1 月予定）、本指標の検証はできなかった。（指

標(3)）しかし、特にアウトプット 2、4、5 の CP へのインタビュー結果や、プロジェクトが開始

されてからの CP 上層部による部下に対する評価からも CP の住民移転活動の実施能力の向上が確

認された。 

                                              

4-4 実施プロセス 

 4-4-1 プロジェクトデザインについて 

  アウトプット１で上述したように、PDM/PO はこれまで 2度改訂され、現在プロジェクトは 2010

年 12 月に承認された PDM/PO3 を基に実施されている。しかし PDM３には能力向上を目指すアウト

プットに対し、指標が必ずしも明確に検証できるものが設定されていない。例えば、指標 4.1 の

「RD 職員の 80%が関連の研修を受講する」という指標ではアウトプット 4 の「住民移転活動に関

する計画・実施能力が強化」されたかを的確に測る指標にはなりえない。研修のカバー率ではな

く、能力強化を測る指標の設定が必要であった。また目標値が設定されていない指標が多かった

ため、達成度を十分に評価することは出来なかった。測定可能な指標の例で言えば、本プロジェ

クトでは BRP 策定過程が CP の住民移転活動能力の向上に貢献したことから、プロジェクト目標の

                                                 
3 指標(2)は指標(1)を説明したものであるため同等と解釈する。 
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指標に「BRP を策定する」という指標を設定するべきであっただろう。 

   

 4-4-2 PDM の改訂について 

  ベースライン調査や研修ニーズ評価の結果に基づき、CP の能力や住民移転を取り巻く状況の変

化、そして 2 年間という期間での実施を考慮し PDM が改訂された。これによりプロジェクトの焦

点が絞られ、プロジェクト目標達成のための効率性が高まった。しかしながら、一方で IRC の枠

組みを使って他省庁や地方政府の関係職員にも BRP を普及させ、公共事業による住民移転の手順

の標準化を図るという上位目標達成のためには当初予定よりも時間がかかることになり、上位目

標の達成には多少影響すると考えられる。 

 

 4-4-3 プロジェクトのモニタリングについて 

  日本人専門家およびカンボジア側 CP との間で進捗状況がモニタリングされ情報が共有されて

いる。また JCC および EC の場で進捗状況についての発表がなされている。日常的に両者間でプロ

ジェクトの進捗や問題についても共有されている。このようにプロジェクトの進捗については PO

に沿ってモニタリングが実施されていた。一方、アウトプットの度合いを示す PDM の指標につい

ても明確に測定可能な指標を設定するとともに、定期的なモニタリングの実施がなされるべきで

あった。 
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第５章 評価結果 

 

 本章では、プロジェクト実施の妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性の 5つの観点（評

価 5項目）からプロジェクトの実績を分析し、課題を検討する。 

 

5-1 妥当性 

（１） カンボジア政府の政策との整合性 

 本プロジェクトが策定された時のカンボジア政府の開発戦略である「成長、雇用、平等及び効

率のための四辺形戦略フェーズ II（RSII）」（2008）は、一層の経済成長を促すために「運輸交

通インフラの継続的な復旧と建設」が必要であるとし、成長四辺形の１辺に位置付けている。ま

た、カンボジアの５ヵ年計画である国家戦略開発計画（NSDP）(2006-2010 及び 2009-2013）にお

いてもインフラ開発が優先分野として挙げられており、特に運輸分野では「道路法の早期施行」

や「農村道の整備」と並んで「道路建設事業に伴って発生する住民移転への適切な対応」を優先

課題として掲げている。従って、プロジェクトはカンボジア政府の政策との整合性は高い。 

 

（２） ターゲットグループのニーズとの妥当性 

  RD は公共事業による住民移転活動を統括する部局であり、また個別の事業ごとに設置される省

庁間住民移転委員会（IRC）の事務局機能を兼ねている。従ってプロジェクトのターゲットグルー

プとして適切なカウンターパートであった。また、本プロジェクトは運輸交通分野のプロジェク

トに焦点を当てたことで、IRC メンバーの中でも MPWT の技術職員をターゲットとすることは妥当

であった。 

  2010 年 2 月に施行した「収用法」に併せて「開発プロジェクトによる社会経済的なインパクト

軽減に関する細則」（副法令）の見直しが行なわれる予定であり、この副法令の下、開発事業に

伴う住民移転の手続きを全て所掌するのが RD であり、住民移転活動の実施能力強化が必要不可欠

となっていた。当時 RD の能力強化に対する支援は行なわれていない状況で、本プロジェクトはタ

ーゲットグループのニーズに合致したものであった。 

 

（３） 日本政府の援助政策との整合性 

  対カンボジア援助計画（2002）では、「社会・経済インフラ整備推進と経済復興のための環境

整備」を重点分野として置き、「国の開発の根幹となる社会・経済インフラ整備のニーズは依然

として高い」としている。また、JICA の援助方針（2007）では、「他ドナーと協力して早期に道

路ネットワークの改修を支援し、運輸ネットワークの有効活用および維持のための組織的な強化

を通じて経済成長に寄与する」ことを掲げているなど本プロジェクトとの整合性が高い。 

更に日本は道路や橋の建設などの公共事業に関連した住民移転を含む土地収用プロセスに関する

経験が豊富にある。 

 

  以上により、本プロジェクトの実施はカンボジア国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策

と十分に合致しており、妥当性は高い。 
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5-2 有効性 

  本プロジェクトの実施により、概ね目標どおりの効果発現が見られ、有効性は高い。 

 

（１） プロジェクト目標の達成度 

  上記 4-3 で既述したとおり、最終試験の結果は出ていないものの、他の指標および評価時に得

られたコメントから判断するとプロジェクト目標はプロジェクト期間内に達成される見込みが高

い。例えば、評価時までに RD 職員の 70%近くがワークショップ、セミナー、海外研修、OJT など

様々な形で住民移転活動に関する重要な課題について研修を受講していた。このような実績およ

びそれぞれのアウトプットに対するインタビュー結果から、プロジェクトが住民移転活動を実施

するための実践的な行政能力の向上に貢献したと言える。 

  本プロジェクトの重要なアウトプットの一つは、住民移転手法を明文化した BRP を策定したこ

とで移転活動の質の標準化に寄与したことである。その意味で、これまで CP が実施してきた住民

移転の経験（暗黙知）を BRP として形式知に変容させている。また、BRP 策定過程でプロジェク

ト目標である RD および IRC メンバーの住民移転実施能力の向上が図られている。さらに、これま

で CP によっては断片的に実施して住民移転活動が、本プロジェクトにより全体像が明らかになり

包括的に理解することができたと回答している。 

 

（２） プロジェクト目標を促進または阻害した要因 

（ア） 海外研修の実施 

  他国の事例（本邦研修及び第三国技術交換）を通じた CP の問題意識啓発が、プロジェクトの活

動に際する新たなる取り組みのきっかけとなった。特に同様の状況にある第三国への訪問が効果

的であったことが判明した。 

（イ）CP の高いコミットメント 

  住民移転に関しては実際に問題となっている事例も多いなど、カンボジアにとって近年大変重

要な課題となっている。かかる状況が CP を真剣に取り組ませ、また CP 自身がプロジェクトの重

要性を理解していたため、多忙にもかかわらずプロジェクト活動に積極的に参加した。特に管理

職レベルの強いイニシアティブは他の職員の参加を誘発した。更に、評価時のインタビューにお

いて、プロジェクトの成功は日本側とカンボジア側の共同作業であるとの回答があったように、

プロジェクトに対するオーナーシップを強く持っていることが確認された。実際、RD は地方職員

のセミナーへの参加費用などを負担しており高いコミットメントを示している。 

 

  なお、プロジェクトを阻害した要因は見られない。 

 

5-3 効率性 

  5 つのアウトプットはプロジェクト終了までに達成されることが見込まれるが、総合的に判断

すると効率性は中程度である。  

 

  CP（RD および MPWT 職員）の配置は予定通りに行われ、2 人のフルタイム CP が日本人専門家と

プロジェクト事務所で日常的に調整するため配置された。日本側の投入も質、量、タイミング的

にほぼ適切であった。ほとんどの活動は予定どおり実施された。 
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  しかしながら、効率性に影響する点もいくつか見受けられた。例えば、RD 事務所の移転により

アウトプット 3 の活動に遅れが生じている。また、日本側投入においては、一部短期専門家につ

いては初回公示で契約締結ができなかったことから、派遣時期が予定よりも遅れた。また、機材

の投入は測量機材（トータルステーション）がカンボジアの通関の遅れにより 3 か月到着が遅れ

た。これらの要因により活動の一部が遅れたが、効率性を大きく損なうまでには至らなかった。 

  一方、ベースライン調査及びニーズ調査の結果や 2 年間という期間を考慮の上 PDM を変更し、

プロジェクトの焦点を絞ったことは効率性を高めることにつながった。 

  なお、投入額が事前計画額から減少した理由は短期専門家の派遣時期の変更に伴う派遣期間の

一部減、長期専門家の派遣単価が計画を下回ったことによる。 

  以上から、効率性は中程度と判断される。 

 

5-4 インパクト 

  すでに正のインパクトがいくつか観察されている。負のインパクトは現在のところ生じていな

い。 

 

（1）上位目標の達成見込み   

  上位目標「カンボジア政府が、同国の法令を遵守した統一的な方法で住民移転に関する方針に

基づいて移転を実施することができる」の達成については、BRP の承認時期、BRP の普及方法など

終了時評価時点ではまだ確定していない要素が多く判断はできなかった。例えば、RD は BRP を経

済財務省内部の標準手順書として 2011 年中に承認する意図はあるが、正確な時期は明らかになっ

ていない。また、他省庁や地方政府の関係者に対する BRP 普及の方法がまだ確定されていない。

上位目標にある「統一的な方法を確立させる」ためにも BRP の普及は重要であり、そのためには

関係者への研修やセミナーの実施が必要とされる。更に、収用法は公共事業の支援ドナーにガイ

ドラインがある場合は適用しなくてもよいとなっているため、統一的な方法が採られるかが不確

かである。 

  一方、JCC や住民移転に関するセミナーの場に他省庁の住民移転担当者を招請しており、BRP の

存在が RD 以外にも知られるようになっていることが確認できた。そのため、RD が事務局を務め

る IRC の枠組みを使って他省庁や地方政府レベルの関係者が BRP を活用する兆しがあることが確

認された。 

  BRP が関係者へ周知されるためには、プロジェクトとしては BRP をクメール語に翻訳したり、

BRP を紹介するセミナーを開催することが期待される。 

 

（２） 他インパクトの発現 

  本プロジェクトでは以下の状況からいくつかの正のインパクトの発現が確認された。  

 

  RD では職員の異動や離職がほとんどない。プロジェクトが住民移転活動に直接関わらない総務

や財務関係の職員を各種研修に参加させたことは、組織としてのプロジェクトのオーナーシップ

を高めることに繋がり、また住民移転局として組織的な強化にもつながった。 

  更に、住民移転活動を効果的に実施することにより CP の能力向上だけではなく、開発事業で影

響を受けた住民が移転に対する理解を深めているという正のインパクトも見られた。 
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5-5 持続性 

  持続性は確保されているが、BRP の普及を確実にするためには、組織、財政面での更なる強化

が必要である。 

 

（１）政策面 

  改訂版国家 5か年計画（NSDP 2009-2013)では、「交通ネットワークは経済成長の原動力である」

と記しているとおり、経済発展のために交通インフラ整備の強化は引き続きカンボジア政府の優

先開発課題となっている。そのためカンボジアでは今後も運輸プロジェクトが実施されていくと

ともに、これら事業に伴う住民移転の発生が予想されている。インフラ開発には環境社会配慮が

不可欠となっており、住民移転能力向上への政策的な優先度は引き続き高い。 

 

（２）組織面 

  一旦 RD に配属されると経済財務省内で他の部局への異動や離職も少なく、移転した技術や知識

が組織の力として残りやすい。また、二国間協力プロジェクトを担当する職員が多国間協力プロ

ジェクトの担当案件を実施するなど、局内の垣根が低くお互いの知識や方法の情報共有がなされ

ている。 

  一方、住民移転を伴う開発事業の増加とともに、限られた人数の職員数では一人ひとりの職員

への負担が増えている。評価時時点で、RD は 30 以上の住民移転案件を担当しており、直接住民

移転活動を実施する職員は 1 人で複数の案件を担当している。カンボジアの現状から公務員の増

員が期待できないため、更なる効果的な活動の実施ためには RD 一人ひとりの能力強化とともに、

IRC を構成する他省庁や地方政府の関係者の能力向上を図る必要がある。 

 

（３）技術面 

  全体的にはプロジェクトで移転した知識、スキル、技術はカンボジアに適したものであり、適

切に関係者に移転された。本プロジェクトでは実践を通じての技術移転が基本となっており、効

果的に機能した。RD 職員の約 3分の 2が能力向上に関する研修を受講している。達成度の個人差

はあるが、CP へのインタビューにより能力が向上したことが確認された。更に、職員それぞれが

取得した知識・経験の共有を RD 内で報告書の回覧などを通じて行なっており、技術的な持続性が

保たれている。 

 

（４）財政面 

  BRP の普及のためには関係者への周知および研修などが必要であるが、RD の予算には研修のた

めの費用項目はない。通常研修費用は、1 日分であるが開発事業ごとに現場の担当職員への短期

研修費用として確保されている。また、IRC 枠組みを通じた他省庁や地方政府関係者への BRP の

配布については RD 内で費用調達が可能である。そのため、プロジェクト効果の普及のための財政

はある程度確保されていると言える。しかしながら、効果の普及を確実にするためには、関係者

への研修やセミナー開催により BRP を活用する能力強化が必要であり、そのための費用確保も必

要とされる。 
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5-6 結論 

 プロジェクトはカンボジア側及び日本側両方の努力によりアウトプットの達成度も比較的高く、

プロジェクト目標はプロジェクト終了までに達成される見込みが高い。活動はほぼ計画通り実施

されており、また各種研修によりターゲットグループの RD 職員および IRC メンバー（MPWT 職員）

の住民移転活動実施能力の向上が図られている。特に本プロジェクトの大きな成果の一つは、BRP

を作成することにより住民移転活動の「質」の標準化に寄与した点であり、またその過程で関係

者への能力向上を図った点である。 

 以上により、プロジェクトは所期の目標を達成できる見込みである。 
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第６章 提言および教訓 

 

6-1 提言 

  プロジェクト終了までに対応すべき課題とともに、プロジェクト終了後において、プロジェク

ト実施によりもたらされた便益やインパクトを更に発展させるため、合同評価チームは実施機関

である RD に対し、以下を提言する。 

 

＜プロジェクト終了までに実施すべき提言＞ 

（１）BRP の正式承認 

  MEF は BRP が完成次第早急に、内部実施ガイドラインとして正式に承認すること。時期的には

BRP が 11 月中に完成予定であり、またプロジェクト期間内で BRP 紹介セミナーの開催が予定され

ているため、2011 年中の承認が期待される。 

 

（２）BRP の充実とクメール翻訳版の作成 

  プロジェクトは BRP の内容を充実させ、確実に 2011 年 11 月中に完成させるべきである。また、

現場レベルで広く活用させるため、同時にクメール語版の作成が望まれる。経済財務省から正式

に承認を受けた後、プロジェクト期間内で BRP を紹介するセミナーを関係省庁、地方政府、ドナ

ーに対して実施すべきである。 

 

＜プロジェクト終了後、中長期的に実施されるべき提言＞ 

 BRP の幅広い活用のために下記を実施機関である RD に提言する。 

 

（１）BRP の印刷および関係者への配布  

  関係省庁および地方政府の住民移転担当者に対し BRP の普及を実施するため、できるだけ早急

に BRP の印刷および IRC の枠組みを使った関係者への配布が必要である。また、印刷及び配布に

必要な費用の確保を検討する。 

 

（２）BRP に対する IRC の枠組みを使った関係者への研修の実施 

  住民移転活動を実施する関係者が BRP を十分活用するためには、開発事業を実施する際に IRC

枠組みを使って RD が研修を実施すべきである。特に現場で住民移転活動を実施する地方政府職員

の能力向上の必要性は RD や MPWT にも認識されており、研修の実施は不可欠である。 

  

6-2 教訓 

 今回の終了時評価から以下の教訓を導き出した。 

 

（１）明確な指標と目標値の設定 

  プロジェクト期間中に進捗管理のみならず指標の達成状況についてもモニタリングできるよう

に、明確な指標と目標値の設定が必要である。本プロジェクトでは BRP を作成することにより一

定の能力向上が達成できたと考えられる。つまり、「BRP が策定される」といった能力向上のア
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ウトプットを指標にすることも一案であろう。 

 

（２）第三国技術交換の有効活用 

  カンボジアと同様の状況や課題を抱えた国への訪問、研修により、C/P がカンボジアでの取り

組みに何が足りないのか、何が優れているのかといった長所や課題を客観的に認識することがで

き、自信にも繋がった。独自で研修プログラムを企画し段取りを行う第三国訪問はコストと手間

がかかるかもしれないが、能力開発には有効な手段の一つである。 

 

（３）CP が複数機関の場合の留意点 

  本プロジェクトでは経済財務省と公共事業運輸省の 2 つの省への機材供与がなされたが、最終

的な機材の配置について共通の理解がなされていなかった。CP が複数省庁になる場合は、供与機

材の配分、配置を R/D の段階で言及しておくべきである。 
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